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問
合
せ
●
税
務
課（
内
線
１
１
３
８
）

　

滞
納
整
理
に
か
か
る
費
用
に
は
、
み
な

さ
ん
の
税
金
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
す
べ

て
の
税
金
が
、
納
期
限
内
に
納
め
ら
れ
れ

ば
、
滞
納
整
理
に
か
か
る
経
費
が
不
要

と
な
り
、
そ
れ
を
よ
り
良
い
暮
ら
し
の
た

め
に
有
効
利
用
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ぜ
ひ
、
納
期
限
内
の
納
税
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

　

地
方
税
法
で
は
、
滞
納
さ
れ
て
い
る
税

金
は
、
財
産
を
差
し
押
さ
え
、
処
分
す

る
こ
と
に
よ
り
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
差
押
」と
は
、

所
有
者
か
ら
財
産
を
処
分
す
る
権
利
を

奪
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
差
押
を
受
け
る

と
、
自
分
が
所
有
す
る
財
産
の
処
分
が

自
由
に
で
き
な
く
な
り
、
逆
に
、
市
が
そ

の
権
利
を
得
て
、
財
産
の
売
却
や
権
利

の
行
使
ま
た
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
に
よ

り
、
支
払
わ
れ
た
金
銭
を
税
金
に
充
当

で
き
ま
す
。
市
が
実
施
す
る
差
押
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

○
給
与
・
賞
与
差
押

国
税
徴
収
法
で
規
定
す
る
差
押
禁
止

額
を
超
え
る
給
与
や
賞
与
（
ボ
ー
ナ

ス
） 

○
年
金
差
押

公
的
年
金
で
差
押
禁
止
額
を
超
え
る

給
付
額

○
敷
金
・
入
居
保
証
金
の
差
押

ア
パ
ー
ト
や
事
務
所
な
ど
、
賃
貸
契
約

時
の
敷
金
や
入
居
保
証
金
（
未
払
い
の

家
賃
な
ど
は
、
明
け
渡
し
時
に
相
殺
）

○
不
動
産
差
押

土
地
・
家
屋
な
ど
の
不
動
産（
抵
当
権

設
定
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
）

○
捜
索
・
動
産
差
押

自
宅
や
事
務
所
な
ど
か
ら
発
見
さ
れ

た
金
銭
や
有
価
証
券
、
電
気
製
品
、

装
飾
品
、
自
動
車
、
オ
ー
ト
バ
イ
な
ど

◆
差
押
財
産
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
な

ど
に
よ
り
換
価
し
て
税
に
充
て
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
事
情
で
、
市
税
な
ど
を

納
期
限
ま
で
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
、
分
割
で
の
納
付
や
、
納
期
限
の

延
長
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お
早
め

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
都
合
に
よ
り
来
庁

で
き
な
い
場
合
は
、
職
員
が
訪
問
し
ま
す

の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
病
気
や
ケ
ガ
で
働
け
な
く
な
っ
た

●
失
業
や
事
業
不
振
な
ど
で
生
計
が
維

持
で
き
な
く
な
っ
た

●
災
害
や
盗
難
で
損
害
を
受
け
た

　納付期限までに完納していない人
に督促状を送付し、納税を促します。

　官公署、金融機関、勤務先、取引先
などに対して財産調査を行います。

　財産調査で把握した滞納者の財
産（動産、不動産、給料、預貯金、生命
保険掛金など）を差押えます。

　差押え後も完納とならない場合
は、差押えた滞納者の財産を、公売、
取り立てにより換価（換金）し、滞納
している税金に充当します。

　督促状を送付しても、一定期間内
に納税されない場合、再度文書で
納税を促します。

❶ 「督促」

❷ 「催告」

❸ 「財産調査」

❹ 「差押」

❺ 「換価」

滞納処分の流れ

納め忘れはありませんか？

滞
納
整
理
に
も
税
金
は
使
わ
れ
て
い
ま
す

  

差
押

納
税
が
困
難
な
時
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

悪質な滞納者への税の徴収を強化します

　

市
税
は
、
岡
谷
市
の
歳
入
の
33
・
９
％（
23
年
度
予
算
）を
占
め
る
主
要
な
財
源
で
す
。

　

納
税
者
が
納
期
限
ま
で
に
税
金
を
納
付
し
て
い
な
い
状
態
を「
滞
納
」と
い
い
ま
す
。
滞

納
し
て
い
る
と
、
本
来
納
め
る
税
額
以
外
に
督
促
手
数
料
、
延
滞
金
を
納
め
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
納
税
意
識
の
な
い
悪
質
な
滞
納
者
に
対
し
て
は
、
法
律
に
よ
り

強
制
的
な
滞
納
処
分
が
執
行
さ
れ
ま
す
。

　

滞
納
者
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
す
が
、
毎
年
の
累
積
に
よ
り
、
市
の
滞
納
金
額
は
７
億
円

超
に
達
し
て
い
ま
す
（
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
）。
市
で
は
税
の
公
平
性
を
確
保
す
る

た
め
、
税
の
徴
収
強
化
を
図
り
、
滞
納
処
分
に
力
を
入
れ
ま
す
。

講師…山梨学院大学現代ビジネス学部専任講師
　　　張　華 先生
日時…11月19日（土） 
　　　午後１時30分～３時30分
場所…イルフプラザ・
　　　カルチャーセンター 

●申込み・問合せ●
イルフプラザ・カルチャーセンター ☎２４ｰ８４０１

山梨学院ともまなび講座（全5回）
平成23年度 基本テーマ『ビジネスの視点から明日の地方を考える』
第5回「温州商人に学ぶビジネスモデル―人的ネットワークを中心に―」
　中国の港町である温州地域を出自とし、中国だけでなく、ヨーロ
ッパやアメリカなど世界60か国で活躍している、温州商人のビジネ
スモデルを紹介し、彼らがビジネスを展開するうえで欠かせない、
人的ネットワークとその役割を明らかにします。さらに、
そのビジネスモデルから、日本の中小企業や地域社
会に活かせることを、一緒に考えたいと思います。

参加無料
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「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は
　　　　　　　　　　　年末調整・確定申告まで大切に保管を！

問合せ●岡谷年金事務所 ☎２3-3661

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告をする
場合、納付した全額が社会保険料控除の対象（その年の
１月１日から１２月３１日までに納付した保険料が該当）とな
ります。
　控除を受けるためには、納付したことを証明する書類
の添付が必要です。本年１月１日～９月３０日の間に国民
年金保険料を納付した人には、１０月下旬～１１月上旬に、
１０月１日以降に今年はじめて国民年金保険料を納付した
人には、翌年の１月下旬に、日本年金機構から「社会保
険料（国民年金保険料）控除証明書」が送付されます。年
末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（または領収

証書）を添付してください。
　また、ご家族の国民年金保険料を納付し
た場合も、納付した本人の社会保険料控除の申告に加え
ることができますので、ご家族あてに送られた控除証明
書を添付して申告してください。
※「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についての
ご照会は、控除証明書のはがきに表示されている年金
事務所へお問い合わせください。

「シルキーミニバス」試験運行！
　地域公共交通総合連携計画により、シルキーバス
利用が困難な三沢区、新倉区、東堀区の一部の地域
で、新たに事前予約による試験運行を１１月下旬（予定）
から開始します。ワンボックスタイプ車両を導入し、
これまでシルキーバスの利用が不便だった地域へ乗り
入れることにより、市中心部への公共交通が便利にな
ります。ぜひご利用ください。運行ルートや時刻など、
詳しくはお問い合わせください。

問合せ●商業観光課（内線1453）

問合せ●税務課（内線１１27）

特別徴収実施について
　個人住民税の特別徴収は、給与支払者が所
得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義
務者である従業員に代わって、毎月の給与から
個人住民税を天引き（特別徴収）し、市町村へ納
入する制度で、法定義務となっています。
（地方税法第321条の４および岡谷市市税条例第44条の
規定により、給与支払者は原則として特別徴収義務者と
して、個人住民税を特別徴収することとなっています。）

特別徴収の事務
　毎年５月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税
額決定通知書」をお送りしますので、その税額を
毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに合計
額を各従業員の住所地の市町村へ納入していた
だきます。法令に基づく適正な特別徴収の実施
を早期にお願いします。

従業員の個人住民税の天引きを実施していない事業主のみなさんへのお願い

納
税
義
務
者（
給
与
所
得
者
）

特
別
徴
収
義
務
者（
給
与
支
払
者
）

市
町
村　

②
税
額
の
計
算

①給与支払報告書の提出
（1月31日まで）

③特別徴収税額の通知
（5月31日まで）

③特別徴収の税額の通知

⑤税の納入
（翌月10日まで）

④税の徴収
（6月から

翌年5月給与支払時）

湖畔若宮土地区画整理事業の廃止、東町線の変更、地
区計画の決定に関する（案）の縦覧

期間…１１月２２日（火）～１２月６日（火） 午前９時～午後５時
場所…市役所３階 都市計画課
意見書…１２月６日（火）までに縦覧場所へ提出してください。

問合せ●都市計画課（内線1331・1332）

湖畔若宮土地区画整理事業・都市計画道路
東町線の計画変更及び湖畔若宮地区地区
計画の決定に関する案の縦覧について
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　誰もが迎える老後を、安心して心豊かに暮らすための支えと
なるのが、６５歳から受給する老齢基礎年金（国民年金）です。
☆平成２3年度の国民年金保険料は1か月15,020円です。
☆平成２3年度の国民年金受給額は年額７88,900円（満額の人）です。
　また、加入期間中の「もしも」のとき、加入者が事故や病気
で障害が残った場合は「障害基礎年金」が支給され、死亡した
ときには、遺族に「遺族基礎年金」が支給されます。

●自営業・無職の人は…「保険料免除制度」
　全額免除、４分の３免除、半額免除、４分の１免除があります。
●学生の場合は…「学生納付特例制度」
　夜間・定時制・通信制の学生も対象となります。
●３０歳未満の人は…「若年者納付猶予制度」が利用できます。
※未納のままでは、突然の事故や病気で障害者になっても「障害基礎年
金」などが受けられない場合があります。詳しくは市民生活課まで。

明日のあなたを考えて…年金はあなたが主人公

　《１１月は“ねんきん月間”です》
老後や「もしも」のときに備えて、国民年金！　 納付が困難な場合は「保険料の免除制度」があります

電話での相談 
（年金手帳または年金証書などをお手元に用意して、ダイヤルしてください）

岡谷年金事務所の年金相談窓口
　年金のことならどんなことでも、お気軽にご
相談ください。
受付時間
●月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　…午前8時30分～午後5時15分 
●毎週月曜日…午後7時まで
　（休日の場合は翌日の火曜日）
●毎月第２土曜日…午前９時30分～午後4時
※相談の際には、年金手帳・
年金証書・印鑑などをご
持参のうえ、岡谷年金事
務所にお出かけください。

●ねんきん定期便に対する照会
　「ねんきん定期便専用ダイヤル　0570-058-555」
　IP電話・PHSからは、「03-6700-1144」にお電話ください。
　受付時間…月曜日～金曜日…午前9時～午後8時
　　　　　　毎月第２土曜日…午前9時～午後5時
●年金の手続きや受取りに関する相談など一般の年金相談 
　「ねんきんダイヤル　0570-05-1165」
　※全国どこからかけても市内通話料金でかけられます。
　IP電話・PHSからは、「03-6700-1165」にお電話ください。
   受付時間…月曜日～金曜日…午前8時30分～午後5時15分（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　月曜日…午後7時まで延長（休日の場合は翌日の火曜日）
　　　　　　毎月第２土曜日…午前9時30分～午後４時

  問合せ●岡谷年金事務所 ☎23-3661
　　　　  市民生活課（内線1157・1158）

あなたの国民年金はなに？
　“ねんきん月間”の今月は、あなたの人生をサポートする
公的年金について考えてみましょう。 国民年金は、日本
国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加
入し、次の３種類に分けられます。

自営業、学生など（20歳以上60歳未満）は、「第１号被保険者」です 
加入…市役所市民生活課で手続きを行います。 
保険料…月額15,020円を、郵便局や銀行、またコンビニな
どで納付します。保険料納付には安心確実な口座振替がお
すすめです。また、保険料が割引になるお得な前納制度も
あります。クレジットカードでもお支払いいただけます。
●こんなときには届け出を！

会社員・公務員（厚生年金、共済組合に加入している人）は、
「第2号被保険者」です 
加入…勤務先に届出をします。
保険料…給料から天引きされます。

●こんなときには届け出を！

会社員・公務員に扶養されている妻（夫）（20歳以上６０歳未満）は、
「第3号被保険者」です 
加入…夫（妻）の勤務先に届出をします。 
保険料…夫（妻）の加入している制度から負担されるので、個
人で納める必要はありません。
●こんなときには届け出を！

会社や役所に就職したとき 第２号被保険者になります 勤務先へ
結婚して会社員や公務員
の扶養になったとき 第３号被保険者になります 夫（妻）の

勤務先へ

退職したとき 第１号被保険者になります 市民生活課へ
転職して、別の会社や役所に就
職し、厚生年金から共済組合、
またはその逆に変わったとき

第2号被保険者になります 勤務先へ

会社員や公務員と結婚し、
扶養になったとき 第３号被保険者になります 夫（妻）の

勤務先へ

年収が130万円以上になった
とき／離婚したとき 第１号被保険者になります 市民生活

課へ
会社員・公務員になったとき 第2号被保険者になります 勤務先へ
夫（妻）が会社や役所をやめた
とき 第1号被保険者になります 市民生活

課へ
夫（妻）が別の会社や役所に就
職し、厚生年金から共済組合、
またはその逆に変わったとき

第３号被保険者になります 夫（妻）の
勤務先へ
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　平成22年度普通会計における人
件費の決算額は37億３,１９７万6千円
で、歳出決算額201億0,970万7千
円の約18.6％です。なお、この人件
費は市長、副市長および市議会議員
などの特別職に支給される給料、報
酬、手当などを含んでいます。

平
成
22
年
度

人
事
行
政
の

運
営
等
の
状
況

　

市
の
人
事
行
政
運
営
等
に
つ
い
て
市
民
の
み
な
さ
ん
に
理

解
し
て
い
た
だ
く
た
め
、「
岡
谷
市
人
事
行
政
の
運
営
等
の

状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
き
、
職
員
の
任
用
、

給
与
、
服
務
な
ど
に
つ
い
て
、
平
成
22
年
度
の
概
要
を
公

表
し
ま
す
。（
給
与
な
ど
に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
４
月
１

日
の
状
況
も
併
せ
て
公
表
し
ま
す
。）

  1. 任免および職員数に関する状況 

  2. 給与の状況 

（１）採用の状況（H22.4.1 ～ H23.3.31） 

（１）一般行政職の級別職員数の状況《行政職給料表》（医療職を除く）

（２）職員の平均給料月額、平均給与月額、平均年齢の状況

（４）職員の初任給の状況（H22.4.1現在）

（６）一般行政職の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

（７）職員手当の状況
期末・勤勉手当（平成22年度支給割合） 

退職手当

特殊勤務手当
（平成22年度普通会計）

時間外勤務手当（平成22年度普通会計）

（５）職員給与費の状況（一般会計予算）

（３）特別職の報酬等の状況

（3）職員数の状況（各年度4月1日現在） 

（２）退職の状況（H22.4.1 ～ H23.3.31）

職種 事務職等 保健師 保育士 栄養士 医療職 技能労務職 合計
男性 3 12 15
女性 2 3 24 29
計 5 0 3 0 36 0 44

区分 事務職等 保健師 保育士 栄養士 医療職 技能労務職 合計
平成23年度 346 15 87 23 354 32 857
平成22年度 358 16 90 22 364 34 884
差引 △12 △1 △3 1 △10 △2 △27

職種 事務職等 保健師 保育士 栄養士 医療職 技能労務職 合計
男性 12 9 21
女性 2 2 7 23 1 35
計 14 2 7 0 32 1 56

(単位:人)

(単位:人)

(単位:人)

区　分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 合計

標準的な職務内容
事務員・主事
技術員・技師

主任 主査 主幹 主幹 課長 部長

H23.4.1
現在

職員数 45人 69人 202人 69人 36人 39人 11人 471人
構成比 9.6％ 14.6％ 42.9％ 14.6％ 7.7％ 8.3％ 2.3％ 100.0％

H22.4.1
現在

職員数 48人 76人 198人 64人 45人 44人 11人 486人
構成比 9.9％ 15.6％ 40.7％ 13.2％ 9.3％ 9.0％ 2.3％ 100.0％

区　分
一般行政職 技能・労務職

平均給料 平均給与 平均年齢 平均給料 平均給与 平均年齢
H23.4.1現在 320,347円 362,069円 41歳0月 345,707円 373,247円 54歳5月
H22.4.1現在 321,654円 361,607円 41歳1月 344,639円 383,695円 53歳4月

区　分 月　額 期末手当

   
市　長 814,500円 （平成22年度支給割合）

6月期　1.45月分　
12月期　1.50月分　
計　　2.95月分　

副市長 684,480円

報
酬

議　長 465,000円
副議長 396,000円
議　員 353,000円

（注1） 給料月額は、岡谷市特別職の職員等の給与に関する条例の一部
　　　を改正する条例による減額後の額です。

（注） 職員手当には児童手当及び退職手当を含みません。

（注） 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいうものです。

(

注
１)

給
料

区　分 初任給
大学卒 172,200円
高校卒 140,100円

区 分
職員数
（A）

給与費 1人当たり給与
費年額（B/A）給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

23年度 433人 1,617,575千円 229,807千円 577,072千円 2,424,454千円 5,599千円
22年度 434人 1,629,197千円 226,047千円 615,360千円 2,470,604千円 5,693千円

区　　分
経験年数7年以上
～ 10年未満

経験年数10年以上
～ 15年未満

経験年数15年以上
～ 20年未満

H23.4.1
現在

大学卒 246,000円 275,700円 322,100円
高校卒 203,600円 235,600円 276,100円

H22.4.1
現在

大学卒 238,400円 277,600円 304,300円
高校卒 204,100円 236,700円 282,900円

期　別 期　末 勤　勉
6月期 1.25月分 0.70月分
12月期 1.35月分 0.65月分
計 2.60月分 1.35月分
職務の等級による加算措置    有

支給総額 76,046千円
職員1人当たり支給月額 14,911円

H23.4.1
現在

（支給率） 自己都合 勧奨・定年
最高限度額 59.28月分 59.28月分
勤続25年 33.50月分 41.34月分
勤続35年 47.50月分 59.28月分
その他の
加算措置

・調整額加算措置（調整月額×60月分）
・定年前早期退職の特例措置（2%～ 20%）

特別昇給 無

H22.4.1
現在

（支給率） 自己都合 勧奨・定年
最高限度額 59.28月分 59.28月分
勤続25年 33.50月分 41.34月分
勤続35年 47.50月分 59.28月分
その他の
加算措置

・調整額加算措置（調整月額×60月分）
・定年前早期退職の特例措置（2%～ 20%）

特別昇給 無

区　分 全職種
職員1人当たり
支給月額

283円

代表的な
手当の名称

滞納整理事務
感染症防疫
保健福祉訪問
変死体処理
動物死骸処理 問合せ●総務課（内線1554）
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　ラスパイレス指数とは、国家公務員と地方公務員の給料水
準を、国家公務員の職員構成を基準として、学歴別、経験
年数別に平均給料月額を比較し、国家公務員の給料を100と
した場合の地方公務員の給料水準を指数で示したものです。
平成22年度は、国と比較
して1.8ポイント下回って
います。

  3. 勤務時間その他の勤務条件の状況   4. 分限および懲戒処分の状況 

  5. 研修および勤務成績の評定の状況 

  7. その他市長が必要と認める事項 

  8. 公平委員会の報告事項 

  6. 福祉および利益の保護の状況 

（１）勤務時間、休憩時間の状況（本庁での標準的なもの）

（１）研修の状況（主に一般事務職）

（１）福利厚生制度の状況（主に一般事務職）

（2）公務災害補償制度の状況

（3）利益の保護の状況

（2）勤務成績の評定の状況（医療職を除く）

（２）年次休暇の取得状況（主に一般事務職）

（8）ラスパイレス指数の状況その他の手当
区　分 内　　容 国の制度との異同
扶養手当 扶養親族のある職員に支給されます。 同じ

住居手当
借家または借間に居住し、一定額を
超える家賃を支払っている職員に支
給されます。

同じ

通勤手当
通勤のために交通機関または交通用
具等で通勤する職員に支給されます。

同じ 年　度 ラスパイレス指数
平成22年度 98.2
平成21年度 98.7

始業時刻 終業時刻 休憩時間 閉庁日

午前
8時30分

午後
5時15分

正午～
午後1時

土曜日および日曜日
祝日法に規定する休日
12月29日～翌年1月3日まで

概　要 平均取得日数 備　考
1年につき20日付与
※翌年に繰越可能
（最大20日）

5.7日
期間：Ｈ22.1.1 ～Ｈ22.12.31
年間を通して在職した正規
職員の平均です。

分限処分
職員の身分保障を前提としつつ、職責を果たすこ
とが期待できない時に、職員の意に反する不利益
な取扱いをすることをいいます。公務の能率の維
持と適正な行政運営の確保を目的としています。

人数 内訳

5人
免職0人 降任0人
降給0人 休職5人

懲戒処分
公務員が一定の義務違反を行った場合に任命
権者がその職員の責任を問うための制裁です。
組織の規律と秩序の維持を目的としています。

人数 内訳

1人
免職0人 停職0人
減給0人 戒告1人

区　分 研修内容 受講者数
1 自主研修 公募実務研修等 26人 
2 職場研修 OJT実践研修等 全職員参加
3 一般研修 新規採用職員対象研修等 600人
4 派遣研修 県への派遣研修等 102人 
5 特別研修 接遇研修等 951人

評定の回数 評定基準日 被評定者数
年１回 10月1日 524人

区　分 内　　　　容

市町村
共済組合事務

・保険加入、脱退手続き等
・ドック助成　
　人間ドック340人・脳ドック5人

職員安全衛生事業 ・定期健康診断 8項目　受診実人員 376人
・メンタルヘルス対応　相談事業等の実施

職員互助会補助事業・職員福利厚生事業補助金　3,334,000円

加入団体 災害件数 内　容
地方公務員災害補償基金

長野県支部
9件

打撲、靱帯損傷、
針刺し等

不利益処分に関する不服申立てに係る書類の交付件数 1件

区　分 人数 内　容

職務に専念する義務の免除 65人
市関係団体の事務従事お
よび兼職等

営利企業等の従事制限 50人
営利企業等の事務または
業務に従事する場合等

平成23年度 定員管理の状況について
1. 「第４次定員適正化計画」の概要
●計画期間
　平成２１年度～２３年度までの３年間
●計画の内容
ア  一般会計等（一般会計、特別会計等）の職員数
　・平成２１年度～２３年度の間（３年間）に２７人を削減
　・平成１８年度～２７年度の間（１０年間）に１００人（２０％）を削減
イ  公営企業会計（病院事業・水道事業・下水道事業）の職員数
　・効率的な経営を行うために業務の見直しを行い、経営上必要な職員数を確保

　勤務条件に関する措置の要求の状況・不利益処分に関する不服申立て
の状況　ともにありませんでした。

問合せ●企画課
（内線1526）

部　門 20年度 21年度 22年度 23年度 削減数
一般会計等 454 440 429 427 △27
公営企業会計 522 518 512 510 △12
合　　計 976 958 941 937 △39

部  門 20年度 21年度 22年度 23年度 23年度の主な増減理由

一般
会計等 454 443

（△11）
443
（±0）

440
（△3）

組織改正　　　　　 ＋2
事務事業の進捗状況等　 △3
民間委託等　　　　 △2

公営企
業会計 522 490

（△32）
444

（△46）
429

（△15）
病院事業の見直し等　△14
水道事業の見直し等 △1

合  計 976 933
（△43）

887
（△46）

869
（△18）

2. 「第４次定員適正化計画」の進捗状況
　平成２3年度は、一般会計等では3人、公営企業会計では15人の
職員を削減しました。今後も適正な職員配置を推進し、効率的な業
務執行に努めます。 （４月１日現在の職員定数）

（４月１日現在の職員定数）●適正化の手法
・組織、機構改革　　・公共施設の運営方法の見直し
・事務事業の進捗状況に合わせた職員配置、派遣・出向の見直し
・既存事業の整理による嘱託・臨時職員化、民間委託の推進


